
事 前 相 談
事前相談は必ず事業を実施する方がお越しください。
※電話による予約をお願いいたします

事 前 申 出

基本計画・図面等に関して指導指針・指導要綱に基づ
く協議及び指導を行います。

事 前 協 議

協 議 済 書 の 交 付

開 発 許 可 ， 建 築 許 可
又は建築確認等の申請

設 置 届

設 置 届 受 理 書 の 交 付 入居者募集が可能となります

工 事 着 工 届

建 設 工 事

※ 事 業 変 更 届 ※事前協議や設置届の内容に変更が生じた場合

事 業 開 始

事 業 開 始 届

定 期 報 告 毎年７月１日現在の状況を７月末日までに報告。

事業収支計画書の見直し 少なくとも３年ごとに見直しする。

立 入 検 査 必要に応じて行う。

役員又は施設長に変動があった場合
入居契約書又は管理規程等を変更する場合
重大な事故が発生した場合

随 時 報 告
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